
（公募型プロポーザル募集要領「３ 質問の受付及び回答」関係）

No. 質問項目 質問内容 回答 備考

1

募集要領 5 企画提案書の提
出
(２)提出書類 ｳ 実施体制説
明書

①支援実施者（専門家）の人数および氏名、
略歴等は必要ですか。
②必要な場合、契約時までに氏名等の変更
は可能ですか（支援企業の業種に合わせ
て最適な専門家を配置したいため）。
③支援実行中にイノベ機構様同意の上で、
新たな専門家を追加可能ですか（同上）。

ｳ実施体制説明書において
①専門家の人数及び氏名を実施体制図に取り纏めてご
提出下さい。個人経歴については様式第6号-3にて提出
下さい。

②専門家の体制をプロポーザル審査会までに変更する
場合企画提案書の提出期限である５月２０日正午まで
変更を受け付けます。なお、支援企業の業種に合わせ
て最適な専門家を配置するために実施体制の変更を行
う場合には委託仕様書５成果品(2)その他イノベ機構へ
の提出書類（ｲ）その他、委託者が業務の確認に必要と
認める書類として契約後に実施体制説明書等を提出下
さい。

③支援実施中に実施体制を変更する場合には理由をイ
ノベ機構へ説明し同意が得られた場合に専門家の追加
及び変更を可能とします。

2

委託仕様書 3 業務の内容に
ついて(１)支援内容実施内
容ア(ｲ)課題解決方向性提案
報告書の作成と(ｳ)課題解決
に向けた計画の作成

①	(ｲ)課題解決を踏まえ方向性を提案する報
告書と(ｳ)課題解決に向けた課題解決活動計
画書のそれぞれの書式を提案することとなっ
ていますが、統一した書式で提案させて頂く
ことは可能ですか。

(ｲ)課題解決を踏まえ方向性を提案する報告書(ｳ)課題
解決に向けた課題解決活動計画書について、書式を統
一することを妨げるものではありませんが、支援の時
系列に沿い当該書式の活用方法についてプロポーザル
審査会で提案して下さい。

3

委託仕様書 3 業務の内容に
ついて(１)支援内容実施内
容ア(ｳ)課題解決に向けた計
画の作成
ｆその他、競争力強化に資
する支援

①	ｆ項については、支援対象企業との課題解
決に向けた計画書作成段階で課題解決に向け
たプロセスを提案することは可能ですか。
（どのような支援内容、体制、効果などの提
示）

(ｳ)課題解決に向けた課題解決活動計画書については支
援事業者とともに作成することを想定しており、作成
段階において支援事業者へ課題解決に向けたプロセス
やその効果などを提示することを妨げるものではあり
ません。
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